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令和６ 年能登半島地震の支援では、 本市と

し て多く の貴重な経験を 積むこ と ができ、 災

害対策における様々な教訓等を得るこ と がで

きまし た。

地域防災活動に取り 組んでいただいている地域の皆様へ特にお伝えし たい

被災地での課題や教訓を 、 避難所運営に関する内容を中心にまと めています。

ぜひ、 地域で訓練等を行う 際の参考と し てく ださ い。

（ 詳細は「 令和６ 年能登半島地震を 踏まえた地震対策

に関する検証報告書」 参照）

本市では、 災害発生時に迅速に指定避難所を 開設し 、 円滑に指定避難所を 運営するこ と を 目的に、

「 指定避難所運営マニュ アル」 を 作成し ています。

令和６ 年能登半島地震では、 地震発生直後

に多く の避難所が一斉に開設さ れま し た。

円滑な開設・ 運営には事前の準備が重要と なり ます。

大規模災害が発生し た場合には、 行政によ る 対応には限界が生じ ます。 その

ため行政・ 市民・ 事業者の皆さ まと 共に取り 組むこ と が大切です。

様々な災害リ スク を 想定し 、 日頃から 幅広い世代の多く の市民が防災に関心

を 持ち、 地域の防災活動へ参加する こ と によ り 、 防災意識が高まり 、 発災時に

おいても 、 自ら の命は自ら で守る 自助の力と と も に助け合う 共助の力が大き く

向上し ます。

防災は特別なこ と ではあり ません。 日常の中ででき るこ と から 始めまし ょ う 。

能登半島地震の教訓を、 地域の防災活動に活かし ていき まし ょ う 。

名古屋市　 避難所運営
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まと め

要配慮者への配慮や男女

平等参画の視点を 取り 入

れた避難所づく り に取り

組みます。

全員で協力し 、 お互いに

助け合いながら 、 避難所

運営に取り 組みます。

避難所は、 避難者による

「 自主運営」 と なり ます。

令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震 か ら 学 ぶ要配慮者への配慮

被災地での課題

要配慮者の特性に応じ た対応方法や、 配慮す

べき 事項等が共有さ れておら ず、 対応の仕方

が分から なかっ た。

対応のp o in t

要配慮者の特性ごと に特

徴や主な配慮事項を 整理

し た「 多様な避難者への

配慮事項」 などを参考に

具体的な留意点や対応方

法について確認し ておき

まし ょ う 。

【 第 1  章 避難所の管理運営について（ P.3 1 ～ 3 5 ）、 事前準備編等】

【 第 2  章 避難所運営シート （ P.1 1 3 ～ 1 1 6 ）】

D 警備体制の確保

被災地での課題

避難所において、 不審者が目撃さ れたり 貴重

品や荷物の置引などが発生し た。

対応のp o in t

定期的な パト ロ ールや、 夜間の照明確保な

ど、 避難所内及び避難所周辺の警備を行う と

と も に、 防犯ブザー等

の設置や、 盗難防止の

ため、 避難者個人の持

ち物には名前を 書き ま

し ょ う 。

Ｅ

避難所外避難者の把握

被災地での課題

避難所以外で避難生活を 送る避難者（ 在宅避

難、 自主避難所、 広域避難等） に関する状況

や支援ニーズを把握する方法を事前に取り 決

めておら ず対応に苦慮し た。

対応のp o in t

地域を 巡回し た折に確認さ れた避難所外避難

者や、 避難所敷地内で確認さ れた避難所外避

難者に対し て、 最寄り の避難所での登録の呼

びかけや、 支援物資の情報を 伝えまし ょ う 。

自主避難所等が発生し た場合の状況把握方法

や避難者ニーズのと り まと め、 必要な支援の

提供方法など、 指定避難所と の連携について

ルール作り をし ておきまし ょ う 。

【 第 2  章 避難所運営シート （ P.8 1 ）】

Ｆ

【 第 2  章 避難所運営シート （ P.8 6 ）】

令和 6 年能登半島地震における避難所・ 避難者数の推移
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避難所運営の基本ルール

被災地での課題

対応のp o in t

発災直後に、 土足で室内に入る人がいたり 、

掃除が行き 届かないなどの衛生面での問題が

見ら れた。

断水により ト イ レ の排水ができ ない状況にも

かかわら ず、 排泄が行われたこ と で、 衛生環

境の悪化が見ら れた。

避難所における基本的な生活ルールは、 避難

所管理組織で決定し 、 掲示するなどし て、 全

員に知ら せまし ょ う 。

住居空間の衛生管理と し て、 屋内土足禁止、

共有部分や居住スペースの清掃、 換気を 実施

し まし ょ う 。

断水時には水洗ト イレ が使用でき ず、 排泄物

やト イレッ ト ペーパーを流せなく なり ます。 事

前に断水時のト イ レ 利用ルールを 確認し 、 簡

易ト イレの使用方法を訓練し ておきまし ょ う 。

【 第 1  章 避難所の管理運営について（ P2 3 ～、 5 1 、 6 9 、 1 0 5 ）

 事前準備編（ P.1 2 ） 等】

被災地での課題

対応のp o in t

施設管理者と の調整にあたり 、 施設内設備を

どこ まで使用でき るかや連絡方法等の確認が

不十分で、 対応に苦慮し た。

ペッ ト 連れの避難者への対応について関係者

の認識が十分でなかっ たため、 避難所でペッ

ト を 連れてき た避難者の受入れが断ら れるな

ど、 避難所運営者ごと に対応に差があっ た。

避難所ごと に区役所、 災害対策委員はじ め地

域の皆さ まと 施設管理者間であら かじ め決め

ておいた方がよい事柄は、「 事前準備編」 で整

理し ておきまし ょ う 。 また、「 事前準備編」 の

内容を関係者間で、定期的に確認し まし ょ う 。

【 第 1  章 避難所の管理運営について（ P.2 3 ～）、 事前準備編等】

※「 事前準備編」 と は

災害時に指定避難所を 迅速に開設し 、 円滑に運営する ため、 指定避難所

運営マニュ アルの一部と し て、 事前に確認・ 決定し ておく べき 事項を ま

と めたも のです。

避難所ごと に、 区役所・ 災害対策委員・ 地域住民・ 施設管理者と 話し 合

い、 管理運営の内容を 整理し ておき まし ょ う 。

※【  】 内は避難所運営マニュ アルの記載箇所です。

Ａ

性別への配慮Ｃ

スペースの確保Ｂ
避難生活のルール徹底 施設管理者と の調整

被災地での課題

避難所の運営は男性が多く 、 なかなか女性の意見が届かな

かっ たり 、 炊き 出し は主に女性が担当するなど、 役割が固定

化さ れていた。

対応のp o in t

避難所管理組織は、 でき る 限り 男女と も 4 割以上になる よ う

に選びまし ょ う 。

適切なニーズ把握のため、 できる限り １ 名以上は、 女性が受

付を担当し まし ょ う 。

男女平等参画に配慮し た避難所運営のためのチェ ッ ク シート

で確認し まし ょ う 。
【 第１ 章　 避難所の管理運営について（ P.2 4 、 2 8 ） 第５ 章資料編（ P.2 3 7 ） 等】

避難所運営への女性参画

被災地での課題

対応のp o in t

発災当初は過密な状態での雑魚寝を余儀なく

さ れたほか、 一人当たり の居住スペースが狭

く 、 簡易ベッ ド やパーティ ショ ン等を 設置で

き なかっ た。

緊急対応初期の段階で は、 就寝可能な 面積

（ 1 人当たり 2 ㎡） を 最低限確保し 、 避難者数

の状況等を 踏まえ、 可能な限り 発災直後から

ス フ ィ ア 基準（ 1 人あた り 3 .5 ㎡） に近づけ

るよう 努めまし ょ う 。

【 第１ 章　 避難所の管理運営について（ P.2 3 ～）、

  第２ 章　 避難所運営シート （ P.6 9 ） 等、 事前準備編等】

被災地での課題

対応のp o in t

避難所で 子ど も が安心し て 遊べる キッ ズス

ペースが確保さ れておら ず子ども の居場所が

なかっ た。（ 災害時において子ども が居場所

を 持ち、 遊びの機会等が確保さ れるよう 配慮

するこ と は、 子ども の心の回復の観点や親の

負担軽減のため、 非常に重要です。）

避難所施設内に目的別スペースと し て、 キッ

ズスペースのほか、 運営管理室、 感染症患者

スペース、 男女別のト イ レ・ 物干し 場・ 更衣

室等、 授乳室、 炊事スペース、 ペッ ト の避難

場所（ 原則市立小中学校） 等、 運営上必要な

用途に応じ た場所を 設置し まし ょ う 。

【 第２ 章　 避難所運営シート （ P.6 7 ） 事前準備編（ P.3 -５ ） 等】

居住スペース

被災地での課題

対応のp o in t

男女別の更衣室やト イ レ 、 シャ ワー室、 授乳

室等が確保さ れていない避難所や、 プラ イ バ

シーを確保するための間仕切り が設置さ れて

いない避難所があっ た。

異性の目線が気になら な

い更衣室、 男女別の入浴

設備の設置等の配慮をし

まし ょ う 。

【 第 5  章 資料編（ P.2 3 7 ） 等】

男女別の更衣室等の確保

被災地での課題

対応のp o in t

女性向け物資の配布・ 管理を 男性が行っ た

り 、 通常の物資と 一緒に置かれたり する ほ

か、 下着等はサイ ズが限定的で特に高齢女性

には使いにく く 、 生理用品は多く あっ たも の

の種類が十分でなかっ た。

女性向け物資については、 女性特有のニーズ

に気を 付けるほか、 女性が配るなど、 配布方

法に配慮するよう 整理し まし ょ う 。

【 第 2  章 避難所運営シート （ P.1 3 6 ） 等】

女性向け物資の配布・ 管理

目的別スペース（ キッ ズスペース等）


